
名称
鳥取県食品産業の輸出向けＨＡＣＣＰ等対応施設整備緊急対策事
業費補助金 

施策対象 食品製造事業者、食品流通事業者、中間加工事業者等

施策主体 鳥取県

対象者

食品製造者、食品流通事業者、中間加工事業者等であり次のいずれかに該当する者。（法人
格を有する農林漁業者又はそれらの組織する団体が、製造・加工、流通等の事業を行う場合も
含む）
（１）法人

（２）地方公共団体　等

施策概要

農林水産物・食品の輸出拡大を目的に、①HACCP等の認定・認証取得といった、輸出先国から
求められる様々な規制及び基準等への対応、②輸出先国のニーズに対応するための製造、加
工、流通体制等の整備について支援します。

○支援内容

主な内容 補助率 補助上限額
・輸出向けHACCP等の認定・認証の取得（追
加認証含む）による輸出先国の規制等への対
応
・輸出先国における検疫や添加物等の認定・
認証の取得等を伴わない規制への対応

1/2以内（国費のみ）

・認定取得等に関係しない、輸出先国ニーズ
に対応するための機器整備 3/10以内（国費のみ）

上限5億円、下限250万円

※全体事業費が1千万円を超える場合は金融機関から交付対象事業費の10％以上の貸付けを受ける必要あり。

○主な採択基準（国事業を活用するため、事前に相談をお願いします。）
・GFP（農林水産物・食品輸出プロジェクト）コミュニティサイトに登録していること。
・投資効率（費用対効果）が1.0以上であること。
・HACCPチームが編成されていること。　等
※農林水産省令で定める「輸出事業計画」の策定・提出が必要です。

問合せ先
担当部署 電話番号

市場開拓局販路拡大・輸出促進課 0857-26-7806

関連サイト https://www.maff.go.jp/j/shokusan/export/gfp/haccp.html
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名称 「食パラダイス鳥取県」マーク活用支援事業 

施策対象 企業、生産者団体、農産加工グループ等

施策主体 鳥取県

対象者
「食パラダイス鳥取県」アンバサダー、とっとり県産品「鳥取物がたり」登録事業者、「鳥取県ふる
さと認証食品」認証事業者（従業員数が21人以上の事業者を除く。）、「食パラダイス鳥取県」特

産品コンクール又は「食のみやこ鳥取県」特産品コンクール入賞事業者

施策概要

「食パラダイス鳥取県」アンバサダー、とっとり県産品「鳥取物がたり」登録事業者、「鳥取県ふる
さと認証食品」認証事業者、「食パラダイス鳥取県」特産品コンクール又は「食のみやこ鳥取県」
特産品コンクール入賞事業者が作成する各ロゴマークを入れた商品パッケージ等の経費を支

援する。

〇支援内容

補助対象経費

以下のロゴマークが入ったパッケージ・出荷資材版下の作成、ロゴマーク入りシー
ル作成経費。
1 食パラダイス鳥取県ロゴマーク
2 鳥取物がたりロゴマーク
3 鳥取県ふるさと認証食品マーク
４「食パラダイス鳥取県」特産品コンクール又は「食のみやこ鳥取県」特産品コン
クールロゴマーク

補助率及び補助金額等
1 補助率：補助対象経費の1/2
2 補助金額 ：1事業者あたり1商品上限5万円
　ただし、別のマークの追加、変更の場合、複数回の申請可

○参考

「食パラダイス鳥取県」
アンバサダー

※登録により各種事業対象
となるほか、「食パラダイス
鳥取県」の販促グッズを提供
する。

「食パラダイス鳥取県」推進の趣旨に賛同し、次に掲げるいずれかの条件を満たし
ている事業者
１ 販売店
県内及び国内外に所在する百貨店、量販店、小売店、直売所、土産店等で、県産
品の販売、ＰＲに力を入れること。
２　飲食店、旅館・ホテル
県内及び国内外に所在する飲食店（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関
する法律（昭和２３　　年法律第１２２号）第２条第４項に規定する接待飲食等営業
を営む者及びこれに準ずると認められる者を除く。）又は県内及び国内外に所在
する旅館・ホテルで、料理メニュー等に積極的に県産品を活用し、その良さをＰＲ
すること。

３　生産者等(生産者団体及び食品製造業者を含む。)
県内の農林水産業者(団体を含む)又は原則として県内の食品製造業者で、県産
品の生産あるいは県産農林水産物を原材料に使用した加工食品の製造を行うこ
とに加え、積極的に県産品の良さについての情報発信を行うこと。

４　その他の企業、法人、団体等
県内及び国内外に所在する前各号に該当しない企業、法人、団体等で、「食パラ
ダイス鳥取県」推進のために自ら取り組み、又は応援すること

※参考URL：https://www.pref.tottori.lg.jp/311299.htm

ふるさと認証食品

県内の工場で製造され、食品添加物を使用していない、又は品質を保持するため
必要な最小限度としている次に掲げるいずれかのもの。
1 原材料に県産農林水産物を用いている加工食品（重量割合50％以上）
2 地域に古くから伝わる伝統的な製造方法を用いて作られている加工食品
3 県独自の新技術を用いて作られている加工食品
※参考URL：https://www.pref.tottori.lg.jp/178533.htm

とっとり県産品
「鳥取物がたり」

次に掲げるいずれかのもの。
1 県内において製造加工された産品
2 県外において製造加工された産品であって産品を特徴づける材料、技術等が県
内で生産又は伝承されているもの。
※参考URL：https://www.pref.tottori.lg.jp/item/852435.htm

「食パラダイス鳥取県」
特産品コンクール

応募資格：鳥取県内に本店、支店その他の事業所を有する法人、組合、各種団
体、グループ又は個人（出品数は１事業者につき５点以内）
応募要件：鳥取県産の農林水産物を主原料とした加工食品又は鳥取県産の農林水産物
の特徴を活かした加工食品であること等（詳細はホームページをご覧ください。）
※参考URL：https://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=178534

問合せ先
担当部署 電話番号

市場開拓局食パラダイス推進課 0857-26-7836

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=192844 66



名称 「食パラダイス鳥取県」づくり支援交付金 

施策対象 民間団体、グループ、直売所（ＪＡ等）、道の駅等

施策主体 鳥取県

対象者

【一般枠】
鳥取県の食材や食文化、料理等の普及活動、地域資源を活用した名物料理づくりや特産品開
発、ブランド化推進に取り組む県内外の民間団体、任意グループ等

【特別枠】
食パラダイス鳥取県の推進につながる企画事業を実施できる県内外の民間団体、任意グルー
プ、企業等

【コンベンションPR枠】
鳥取県の食材や食文化、料理等の普及活動、地域資源を活用した名物料理づくりや特産品開
発、ブランド化推進に取り組む県内外の民間団体、任意グループ等

【直売所連携魅力アップ枠】

県内の直売所・道の駅、直売所・道の駅が連携して組織する協議会、農漁協等

施策概要

「食パラダイス鳥取県」の推進のために行う県産品のブランド化や魅力アップを図り、食による
県外からの誘客を図る取組及び名物料理開発による地域振興等の食パラダイス鳥取県につな
がる地域を巻き込んだ、県民の活動を促進することを目的として交付する。

募集時期等：食パラダイス推進課ホームページでお知らせします。

（１）一般枠・コンベンションPR枠・直売所連携魅力アップ枠
１　事業の内容 ＜一般枠＞食パラダイス鳥取県のイメージアップのための情報発信やブランド化の推

進、特産品開発、名物料理づくり等、食を切り口にした産業振興、地域振興に資する
取組

＜コンベンションPR枠＞全国からの来県者が見込まれる全国規模のスポーツ大会やコン
ベンション等に参加する来県者に対し、民間の方々のノウハウや活力を最大限に活用
し、「食パラダイス鳥取県」をＰＲする民間等の取組

＜直売所連携魅力アップ枠＞県内の直売所が連携し、活性化・魅力向上を図る取組
２　交付対象者 ＜一般枠＞鳥取県の食材や食文化、料理等の普及活動、地域資源を活用した名物料

理づくりや特産品開発、県産品のブランド化推進に取り組む県内外の民間団体、グ
ループ。

＜直売所連携魅力アップ枠＞県内の直売所・道の駅、直売所・道の駅が連携して組織
する協議会、農漁協等

※一般枠は、市町村、食パラダイス鳥取県ブランド団体支援交付金・鳥取県林業団体等支援交付
金の対象団体は交付対象外。本交付金の主となる申請者は、原則として鳥取県内に事業所等を
有する者とする。また県外事業者等は構成員の１／２未満とし、主となる事業者は県内に事業所
等を有するものとする。

３　交  付  率 ２／３以内
４　交付金上限額 ＜一般枠＞上限額 2,000千円　（県内における中国ブロック以上の規模で開催するイベントで、

かつ、見込まれる集客が１万人以上の場合の交付限度額4,000千円とする）
＜コンベンションPR枠＞　上限額 250千円
＜直売所連携魅力アップ枠＞　上限額 500千円

（２）特別枠
１　事業の内容 食パラダイス鳥取県の推進のための食の美味しさ、楽しさの発信や郷土料理等の文化的

側面などに着目した営利を目的としない取組
２　交付対象者 食パラダイス鳥取県のイメージアップにつながる企画事業を実施できる県内外の民間

団体、グループ、企業、個人等
※市町村、「食パラダイス鳥取県」団体支援交付金・鳥取県林業団体等支援交付金の対象団体

は交付対象外。　本交付金の主となる申請者は、原則として鳥取県内に事業所等を有する者とす
る。また県外事業者等は構成員の１／２未満とし、主となる事業者は県内に事業所等を有するものと
する。

３５　交　付　率 １０／１０以内
４　交付金上限額 上限額２５０千円

問合せ先
担当部署 電話番号

市場開拓局食パラダイス推進課 0857-26-7853

関連サイト

67



名称 「食パラダイス鳥取県」多様な食でおもてなし推進事業  

施策対象 県内飲食店、食品加工業者等

施策主体 鳥取県

対象者 「食パラダイス鳥取県」アンバサダーに登録された県内飲食店、食品加工業者等

施策概要
地元食材を使用したメニュー・サービス及び加工品の開発・改良やPR活動、食に係る従業員の

接客、調理及び加工技術向上に向けた研修等を支援します。

事業内容

補助対象事業

１　主として県産農林水産物又は県産ジビエを用いた以下のようなメニュー・サービ
ス及　び加工品の開発・改良
　・ベジタリアン、ヴィーガン等に対応する料理
　・美容・健康志向に対応するメニューや商品（研究機関での食品分析等も含む）
　・米粉を使用したメニュー・加工品
　・ポップカルチャー等を活用した地元グルメ
　・新たな土産物や食べ歩きグルメ
　・ペット同伴旅行者のペット用フード・メニュー
　・キャンプ飯・サウナ飯のメニュー・サービス　等
２　１のＰＲ（ただし、１の開発・改良を行った者が行う１の成果品に関するＰＲに限る）
３　食に係る従業員の接客、調理及び加工技術向上に向けた研修

注意事項
（１）補助金の交付決定前に行った取組の事業の経費は、補助対象外となります。
（２）補助事業に関する書類は、事業完了した年度の翌年から５年間保管してくださ
い。

申請期限 毎年度 １ 月末 までかつ 事業開始 の ２０ 日前 までに申請を行ってください。

補助率及び補助
金額等

１ 補助率：補助対象経費の2/3（県費のみ）
２ 補助限度額 ：１事業者  1,200千円/事業年度
　　ただし、各補助対象事業に係る補助上限額は次のとおりとする。
　　１：600千円、２：300千円、３：300千円

補助対象経費
試作材料費、機械設備に要する経費（ただし、50万円未満のものに限る）、食品分析
等に係る経費、資材作成費、研修に係る経費　等

問合せ先 市場開拓局食パラダイス推進課 TEL：0857-26-7835

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/311689.htm
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名称
鳥取県みどりの食料システム戦略推進事業 （グリーンな栽培体系へ
の転換サポート事業） 

施策対象 農業者等

施策主体 鳥取県

対象者
協議会、市町村、農業協同組合等
※農業者に加えて、都道府県（普及組織）または 農業協同組合（営農指導事業担当）の 事業

参加が必要です

施策概要
「鳥取県みどりの食料システム戦略基本計画」（令和５年３月策定）で掲げた令和９年度有機・
特別栽培面積２，０００ヘクタール、化学肥料使用量の２割低減、化学農薬使用量及び農業用

プラスチック排出量の低減に向け、「とっとりエコグリーン農業」の取組を総合的に推進します

支援内容

化学農薬の使用量低減等の「環境にやさしい栽培技術」と「省力化に資する技術」を取り入れ
た「グリーンな栽培体系」への転換を図るため、以下の取組に必要な経費（検証ほ場・機械の
借上経費、資材購入費、データ分析のための委託費、検討会開催費、スマート農業機械等の
資機材費、農業体験に必要な役務費・資材費等）を支援

ア　グリーンな栽培体系の検討（必須）（交付率：定額、上限額：300万円※１）
　　※１複数の環境負荷低減（例：化学農薬の使用量低減＋化学肥料の使用量低減）に取り組
む場合は360万円
　　 　　（ⅰ）グリーンな栽培体系の検証
　　　　 （ⅱ）グリーンな栽培マニュアルの作成、産地戦略の策定
　　　　 （ⅲ）情報発信
　　　　 （ⅳ）検討会の開催
イ　グリーンな栽培体系への転換に向けたスマート農業機械等の導入（選択）
　　　　（交付率：1/2以内）
ウ　消費者理解の醸成（選択）（交付率：定額、上限額：30万円※２）
　　　※２「グリーンな栽培体系の検討」の取組との合計額は300万円または360万円

補助率 定額、スマート農業機械等の導入のみ１／２以内（国費のみ）

問合せ先
担当部署 電話番号

農林水産部農業振興局生産振興課 0857-26-7281

関連サイト https://www.pref.tottori.lg.jp/310059.htm
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名称 鳥取県みどりの食料システム戦略推進事業 （有機転換推進事業） 

施策対象 農業者

施策主体 鳥取県

対象者

以下の条件を全て満たす農業者の方
・国際水準の有機農業（有機JAS認証）に取り組む農業者（慣行からの転換者又は新規就農
者）
・営農の一部又は全部において国際水準の有機農業に取り組むことを予定していること
・販売を目的としていること
・本事業修了後も引き続き、国際水準の有機農業を継続する意向があること
・ 「みどり認定」を受けている又は受ける予定があること 
※既に有機農業を実践している農業者が、同一品目で面積を拡大した場合は本事業の対象外

【対象農地】慣行栽培から有機農業への転換初年度となる農地(下限面積 10a）

※既に有機農業に取り組んでいる農地は対象外

施策概要
「鳥取県みどりの食料システム戦略基本計画」（令和５年３月策定）で掲げた令和９年度有機・
特別栽培面積２，０００ヘクタール、化学肥料使用量の２割低減、化学農薬使用量及び農業用

プラスチック排出量の低減に向け、「とっとりエコグリーン農業」の取組を総合的に推進します

支援内容 新たに有機農業への転換等を実施する農業者に対し、有機種苗の購入や土づくり等、有機農業
の生産を開始するにあたり必要な経費を支援します。

補助率 20千円/10a以内（国費のみ）　※国予算状況により減額になる可能性があります

提出先 各総合事務所（農林業振興課）、東部農林事務所

問合せ先

担当部署 電話番号
農林水産部農業振興局生産振興課 0857-26-7281
農林水産部東部農林事務所農業振興課 0857-20-3553
八頭事務所農林業振興課農業振興室 0858-72-3808
中部総合事務所農林局農業振興課 0858-23-3166
西部総合事務所農林局農林業振興課 0859-31-9642
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課農業振興室 0859-72-2005

関連サイト
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名称
鳥取県みどりの食料システム戦略推進事業 （有機農業産地づくり支
援事業）  

施策対象 市町村

施策主体 鳥取県

対象者 市町村、市町村が参画する協議会

施策概要
「鳥取県みどりの食料システム戦略基本計画」（令和５年３月策定）で掲げた令和９年度有機・
特別栽培面積２，０００ヘクタール、化学肥料使用量の２割低減、化学農薬使用量及び農業用

プラスチック排出量の低減に向け、「とっとりエコグリーン農業」の取組を総合的に推進します

支援内容 有機農業の生産から消費まで一貫したモデル先進地区（オーガニックビレッジ）の取組を支援

補助率 定額、機械リース費に係る経費のみ１／２以内（国費のみ）

問合せ先

担当部署 電話番号
農林水産部農業振興局生産振興課 0857-26-7281
農林水産部東部農林事務所農業振興課 0857-20-3553
八頭事務所農林業振興課農業振興室 0858-72-3808
中部総合事務所農林局農業振興課 0858-23-3166
西部総合事務所農林局農林業振興課 0859-31-9642
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課農業振興室 0859-72-2005

関連サイト
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名称
鳥取県みどりの食料システム戦略推進事業（とっとりエコグリーン農
業PR事業）  

施策対象 販売事業者

施策主体 鳥取県

対象者
鳥取県内に事業所を有する法人又は個人事業主で、かつ交付申請以前に営業を開始し、農産
物の販売実績のある小売、販売事業者等

※同一補助事業者による申請は、同一年度において原則１回まで

施策概要
「鳥取県みどりの食料システム戦略基本計画」（令和５年３月策定）で掲げた令和９年度有機・
特別栽培面積２，０００ヘクタール、化学肥料使用量の２割低減、化学農薬使用量及び農業用

プラスチック排出量の低減に向け、「とっとりエコグリーン農業」の取組を総合的に推進します

〇支援内容

支援内容

有機農産物、鳥取県特別栽培農産物、ＧＡＰ認証農産物、みどり認定生産者の生産した農作物
等、環境にやさしい農産物関する特設コーナーの設置等ＰＲに係る経費
・外注費
・会場整備費
・広告宣伝費　等

補助率 1/2以内　県費のみ
補助上限：　1事業者当たり200千円

問合せ先
担当部署 電話番号

農林水産部農業振興局生産振興課 0857-26-7415

関連サイト
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名称
鳥取県みどりの食料システム戦略推進事業（とっとりエコグリーン農
産物の販路確保支援事業） 

施策対象 農業者

施策主体 鳥取県

対象者

有機認証事業者、鳥取県特別栽培農産物認証事業者、ＪＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰ、ＧＬＯＢＡＬ．Ｇ．
Ａ．Ｐ取得者、環境負荷低減事業活動実施計画の認定者（みどり認定生産者）

※食パラダイス鳥取県ブランド団体支援交付金の交付対象団体は除く

※同一補助事業者による申請は、同一年度においては原則１回まで

施策概要
「鳥取県みどりの食料システム戦略基本計画」（令和５年３月策定）で掲げた令和９年度有機・
特別栽培面積２，０００ヘクタール、化学肥料使用量の２割低減、化学農薬使用量及び農業用

プラスチック排出量の低減に向け、「とっとりエコグリーン農業」の取組を総合的に推進します

〇支援内容

支援内容

イベント等への参加に係る経費、自ら企画する消費者との交流活動に係る経費、市場及び先進
事例等の調査に係る経費（旅費、宿泊費、出展料、会場使用料、バス借上料、機器リース代、ト
レー等の試食用資材（試食用農産物・加工品を除く）、外食産業等へのサンプル送料（サンプル
代を除く）、パッケージデザイン版下製作費、PR資材製作費 等）

補助率
1/2以内　県費のみ

【補助上限額】個人：単年度あたり10万円、法人又は団体：単年度あたり30万円

問合せ先

担当部署 電話番号
農林水産部農業振興局生産振興課 0857-26-7415
農林水産部東部農林事務所農業振興課 0857-20-3580
八頭事務所農林業振興課農業振興室 0858-72-3808
中部総合事務所農林局農業振興課 0858-23-3274
西部総合事務所農林局農林業振興課 0859-31-9643
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振
興課農業振興室 0859-72-2003

関連サイト
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名称 ＧＡＰ事業取組・認証拡大推進事業 

施策対象 農業者

施策主体 鳥取県

対象者 新規に認証ＧＡＰの審査を受ける県内に農場を持つ生産者

施策概要 ＧＡＰ取組の拡大を図るため、県内農業者の認証ＧＡＰの新規取得に係る経費を助成します

　○支援内容

　支援内容 　新規に認証を取得するのに当たって必要な経費（申請料、審査料、審査判定料、登録費

用、認証発行手数料、審査員旅費等、審査・認証機関が受信者に請求する経費）について支援
　補助率 　１／２以内　県費のみ

○主な要件

・ＪＧＡＰ、ＡＳＩＡＧＡＰ、ＧＬＯＢＡＬ．Ｇ．Ａ．Ｐが対象です。

・既に認証取得している方、また過去に取得した事がある方は対象外となります

○申請期限

　毎年度２ 月１０日

問合せ先

担当部署 電話番号
農林水産部農業振興局生産振興課 0857-26-7281
農林水産部東部農林事務所農業振興課 0857-20-3553
八頭事務所農林業振興課農業振興室 0858-72-3808
中部総合事務所農林局農業振興課 0858-23-3166
西部総合事務所農林局農林業振興課 0859-31-9642
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課農業振興室 0859-72-2005

関連サイト
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名称 有機・特別栽培農産物生産技術支援事業 

施策対象 農業者

施策主体 鳥取県

対象者 　有機JAS認証事業者、鳥取県特別栽培農産物認証事業者、新たに鳥取県特別栽培農産物

認証を取得予定（申請日から１年以内）の事業者

施策概要
有機・特別栽培農産物生産技術支援事業：有機農産物及び特別栽培農産物の生産振興を図

るため生産、販売並びに消費者交流などに積極的に取り組む実践農家に対して支援する。

　〇支援内容

支援内容
有機的管理で使用する機器購入費、有機・特別栽培の技術習得のために必要な経費について

支援

補助率

機器購入費は事業費の1/3以内（県費のみ・補助金上限は総額30万円）

その他有機・特別栽培の技術習得に必要な経費（旅費、研修会参加費、会場使用料、講師旅

費、講師謝金等）は事業費の1/2以内（県費のみ・補助金上限は個人10万円、法人・団体は30万

円）

〇主な要件

　有機・特別栽培農産物生産技術支援事業においては、機器購入又は技術習得が、次に掲げるいずれかの取組

みに結びつくものであること

　・新たに鳥取県特別栽培農産物認証を取得すること

　・有機認証申請面積又は鳥取県特別栽培農産物認証申請面積を拡大させること

　・鳥取県特別栽培農産物における節減対象農薬の削減割合を向上させること

　・法人又は団体における有機・特別栽培農産物の栽培に係る構成員を増やすこと

　事業の流れ

　

問合せ先

担当部署 電話番号
農林水産部農業振興局生産振興課 0857-26-7415
農林水産部東部農林事務所農業振興課 0857-20-3553
八頭事務所農林業振興課農業振興室 0858-72-3808
中部総合事務所農林局農業振興課 0858-23-3166
西部総合事務所農林局農林業振興課 0859-31-9642
西部総合事務所日野振興センター日野振興局農林業振興課農業振興室 0859-72-2005

関連サイト
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名称 環境保全型農業直接支払対策事業 

施策対象 農業者等

施策主体 鳥取県、市町村

対象者 農業者の組織する団体、一定の条件を満たす農業者等

施策概要
化学肥料・化学合成農薬の５割以上低減した上で、地球温暖化防止や生物多様性保全に効果

の高い営農活動を行う農業者等の取組面積に対し、直接支援する。

○支援の内容

補助金額・補助率

＜対象取組・交付単価＞
　全国共通取組 交付単価（円/10a）

そば等雑穀、飼料作物以外 　　　　　　　12,000円
このうち、炭素貯留効果の高い有機農業を実施する場合に限
り、2,000円を加算。　有機農業
そば等雑穀、飼料作物 　　　　　　　　3,000円

　堆肥の施用 　　　　　　　　4,400円
　カバークロップ 　　　　　　　　6,000円
　リビングマルチ（うち小麦。大麦等） 　 　5,400円（3,200円）
　草生栽培 　　　　　　　　5,000円
　不耕起播種 　　　　　　　　3,000円
　長期中干し 　　　　　　　　　800円
　秋耕 　　　　　　　　　800円
地域特認取組 冬期湛水管理 　　　4,000～8,000円
取組拡大加算 有機農業の取組拡大に向けた支援 　新規面積当たり

　　　　　　　　4,000円
補助率 ： 国 1/2   県 1/4   市町村 1/4
（配分に当たっては、全国共通取組が優先されます。）

主な要件
○主作物について販売を目的に生産していること
○みどりのチェックシートに定められた取組を実施していること
○環境保全型農業の取組を広げる活動に取り組むこと

問合せ先

担当部署 電話番号
 農林水産部農業振興局農地・水保全課 0857-26-7336
 農林水産部東部農林事務所地域整備課 0857-20-3570
 中部総合事務所農林局地域整備課 0858-23-3170
 西部総合事務所農林局地域整備課 0859-31-9665

関連サイト

76



名称 地球温暖化に対応した農業推進事業 

施策対象 農業者等

施策主体 鳥取県

対象者

①（水稲）高温耐性品種への品種転換：鳥取県産米改良協会
②（１）（水稲）地域防除検討会の開催支援：市町村
②（２）（水稲）イネカメムシ防除委託経費支援：農業者、農業法人等
②（３）（水稲）イネカメムシ防除機械設備の導入支援：農業者、農業法人等
③酪農暑熱対策：農業者
④養鶏暑熱対策：農業者

⑤意欲的な生産者による栽培技術実証：農業者、農業法人等

施策概要
地球温暖化によるコメや野菜の生育不良や、これまでにない病害虫の発生、酪農及び養鶏の
生産力低下等への影響等に対応するため、農業現場にもたらす影響を分析し、課題解決のた

めの緊急対策や、今後に向けた調査研究等を行う。

○支援内容
（１）緊急対策

支援内容 補助率・補助(事業費)上限
①水稲：高温耐性品種

への品種転換
「星空舞」・「きぬむすめ」への品種転換に資する種子増産

や作付拡大への取組を支援する。
県1/2

②水稲：　斑点米カメム
シ防除対策

事業実施前年にイネカメムシが多発生した地域について、
イネカメムシ防除の体制構築等を支援する。
（１）地域防除検討会の開催支援
（２）防除委託経費の支援
（３）防除機械設備の導入支援

（１）県1/2
（２）県1/3、市町村任意
補助上限額：１実施主体あた
り1,400円/10a
（３）県1/3、市町村任意

③酪農：暑熱対策
（畜産振興課の生乳増
産対策支援事業で実施）

生乳生産性向上や省エネ・省力化、暑熱対策に資する施
設・機械整備導入経費を支援する。 1/2（県1/3、市町村1/6）

事業費上限額：5,000千円

④養鶏：暑熱対策（畜産
振興課の養鶏暑熱対策
事業で実施）

暑熱ストレスによる産卵率、育成率の低下に対応するため
の鶏舎への暑熱対策導入経費を支援する。

1/2（県1/3、市町村1/6）
事業費上限額：5,000千円

（２）現地実証
支援内容 補助率・事業費上限

⑤意欲的な生産者に
よる栽培技術実証

温暖化により県内でも新たに栽培できる可能性のある品目の
導入可能性を検討するための現地実証に対する種苗費・ほ
場条件整備費等を支援する。

県1/3
事業費上限額：1,000千円

問合せ先

担当部署 電話番号
① 農林水産部農業振興局生産振興課 0857-26-7649

農林水産部東部農林事務所農業振興課 0857-20-3580
農林水産部東部農林事務所八頭事務所農林業振興課農業振興室 0858-72-3816
中部総合事務所農林局農業振興課 0858-23-3166
西部総合事務所農林局農林業振興課 0859-31-9643

②

西部総合事務所日野振興ｾﾝﾀｰ日野振興局農林業振興課農業振興
室

0859-72-2006

③④ 農林水産部畜産振興局畜産振興課 　 0859-26-7291
⑤ 農林水産部農林水産政策課 0857-26-7589

関連サイト
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名称 農地・農業用施設災害復旧事業 

施策対象 市町村、土地改良区、農業者等

施策主体 鳥取県

対象者 市町村、土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合

施策概要 暴風、豪雨、高潮、地震などにより被災した農地や農業用施設を原形に復旧する。

○支援の内容

対象となる施設

a)農地とは耕作の目的に供される土地をいい、現に肥培管理を行っているもの、及び耕作しよう
とすれば直ちに農地として使用できる休耕地等を対象とする。

b)農業用施設とは、ため池、頭首工、用･排水路、揚水機等のかんがい排水施設、農業用道路
並びに農地または農作物の災害を防止するため必要な施設を指す。

対象となる
災害原因

a)雨　量・・・最大24時間雨量80mm以上又は時間雨量は20mm以上
b)風　速・・・最大風速15m/sec以上
c)洪　水・・・その地点の水位が警戒水位以上。
d)地　震・・・特に震度の定め無し。
e)融雪出水・・気温の急上昇による雪解けによる出水。

国庫補助

a)対象となる災害復旧事業は、1箇所の工事の費用が40万円以上。

b)農業用施設は、受益戸数が2戸以上が条件。

c)基本補助率は、農地：50％、農業用施設：65％。

d)関係農家1戸当たりの事業費が多くなれば補助率の嵩上げあり。

e)激甚災害に指定された場合は、上記の嵩上げ後の補助残の事業費（市町村･農家の負担分）
に応じてさらに補助率の嵩上げあり。

f)農道や水路などの機能確保のための仮設的な工事は、事業主体の判断で応急仮工事が実
施可能。実施１箇所当たり20万円以上で仮工事を除く事業費が40万円以上が国庫補助の対
象。

g)災害復旧事業の要件に該当し、農道や水路の機能確保のために緊急に災害復旧工事の一
部又は全部に着工したい場合は、農政局の承認を得て査定の前に着工（応急本工事）が可
能。

問合せ先

担当部署 電話番号
 農林水産部農業振興局農地・水保全課 0857-26-7325
 農林水産部東部農林事務所地域整備課 0857-20-3573
 中部総合事務所農林局地域整備課 0858-23-3172
 西部総合事務所農林局地域整備課 0859-31-9671

関連サイト
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名称 台風７号災害からの営農再開支援事業 

施策対象 農業者等

施策主体 鳥取県

対象者 農業者、農業法人、集落営農組織、任意組織、市町村等、JA

施策概要

令和５年台風第７号で失われた農業機械等及び格納庫を営農再開にあたり再度導入する経費
及び水路の本格復旧が困難な箇所において、用水確保のための給水ポンプ設置に要する経
費を支援し、地域の営農再開につなげる。また、農地復旧にあたり客土を行った農地で、地力
向上のために行う施肥のかかり増し経費の支援及びR6年産作付までに基盤復旧が間に合わ
ない水田において、転作品目を作付ける場合の生産費の支援を行うことで、過去３０年で最大

の台風被害からの営農再開を総合的に支援する。

○支援内容
支援内容 補助率・金額

①被災農機等導入
支援

台風被害で失われた農業機械等及び格納庫を、営農再開にあ
たり再度導入する経費

1/2（県費1/3、市町村費1/6）
【県補助上限】10,000千円

②給水ポンプ設置支
援

給水ポンプ設置に係る費用
（リース料、燃料費）

全体事業費から農家負担を除いた市町
村事業費の1/2以内

③復旧農地追加施
肥支援

農地復旧にあたり客土を行った農地等で、地力向上のために慣
行より多くの施肥が必要となる場合に、そのかかり増し経費

【補助金額】定額（11千円/10a）
※１農地１回限り

④転作品目作付支
援

基盤復旧が間に合わない水田において、市町村が指定する転
作品目（水稲以外）を作付する場合に必要な経費
（種苗費、肥料費、農薬費、機械器具費）

1/2（県費1/3、市町村費1/6）
【県補助上限】種苗費、肥料費、農薬費
の合計36千円/10a

問合せ先

担当部署 電話番号
農林水産部農林水産政策課 0857-26-7589
農林水産部東部農林事務所農業振興課 0857-20-3580
農林水産部東部農林事務所八頭事務所農林業振興課農業振興室 0858-72-3816
中部総合事務所農林局農業振興課 0858-23-3166
西部総合事務所農林局農林業振興課 0859-31-9643
西部総合事務所日野振興ｾﾝﾀｰ日野振興局農林業振興課農業振興室 0859-72-2004

関連サイト
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名称 農地を守る直接支払事業 

施策対象 農業者等

施策主体 鳥取県、市町村

対象者 市町村と協定を締結し、５年間以上農業を続けることを約束した集落の農業者等

施策概要
特定農山村法や山村振興法等の法律で指定された地域や知事が特に指定する地域につい

て、農用地の農地区分や傾斜に応じて交付金を交付する。

○支援の内容

補助金額

補助率

　<10a当たり交付単価（円）>
急傾斜　  緩傾斜

田 21,000 8,000
畑 11,500 3,500

　　　　　草地 10,500 3,000
採草放牧地 1,000 300

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  
① 農業生産活動を継続するための基礎的な活動（上記単価の8割を交付）
　　例：耕作放棄の防止、水路、農道等の管理、周辺林地の管理等

② ①に加えて集落戦略を作成（上記単価の10割を交付）

③ 加算措置
　・超急傾斜農地保全管理加算（6千円/10a（田・畑））
　・集落協定広域化加算　　　　 （3千円/10a（田・畑））
　・集落機能強化加算             （3千円/10a（田・畑））
　・生産性向上加算                （3千円/10a（田・畑））
　・棚田地域振興活動加算      （10千円/10a（田・畑））
　・棚田地域振興活動加算超急傾斜農地
　　（田1/10以上、畑20度以上）（14千円/10a（田・畑））
　　 　　
補助率 ： 国 1/2、県 1/4、市町村 1/4
　　　　　（特認地域は全て1/3）

主な要件
「農業振興地域の整備に関する法律」において定める「農用地区域」内の農用地で、傾斜基準
等を満足する農用地が１ha以上まとまって存在もしくは集落協定に基づく農用地の保全に向け
た共同取組活動が行われる複数の団地の合計面積が１ha以上。

問合せ先

担当部署 電話番号
 農林水産部農業振興局農地・水保全課　 0857-26-7336
 農林水産部東部農林事務所地域整備課 0857-20-3570
 中部総合事務所農林局地域整備課 0858-23-3170
 西部総合事務所農林局地域整備課 0859-31-9665

関連サイト
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名称 鳥取県最適土地利用総合対策事業 

施策対象 市町村、地域協議会等

施策主体 国

対象者 市町村、地域協議会、地域運営組織等

施策概要
地域ぐるみの話合いにより、営農を続けて守るべき農地、粗放的利用を行う農地等を区分し、
実証的な取組を行いつつ、土地利用構想図を作成し、その実現に必要な農用地保全のための

活動経費、基盤整備や施設整備費等を支援する。

〇支援内容

主な要件

○以下すべての項目を満たすこと
（1）市町村、農業者、地域住民が参画すること
（2）原則として、中山間地域等における複数集落を対象とすること
（3）地域ぐるみの話合いにより、営農を続けていくべき農地と粗放的利用を行う農地等に区

分し、実証的な取組を行ったうえで、土地利用構想を事業開始から３年以内に策定するこ
と

（4）農用地の粗放的利用の取組を１つ以上行うこと
（5）農用地保全に関する目標の達成に向けて取組むこと
（6）５年間、耕作又は粗放的利用を実施すること

補助金額・交付率

【事業期間】原則２年以上５年以内

【交付率・上限額】
（１）ソフト
　・話合い、実証、計画策定：定額1,000万円／年
　・粗放的利用支援：定額 上限10,000円／10aまたは上限5,000円／10a（最大３年間）
　・農用地保全等推進員の措置：定額 上限250万円／年（農用地の保全等に関する事業を含

む活性化計画を策定すること又は策定することが確実であること）

（２）ハード
　・農用地保全の条件整備：定率 5.5／10等（上限2,000万円／年）（地域計画の策定又は策

定の見込があること）

〇事業の流れ

問合せ先
担当部署 電話番号

農林水産部農林水産政策課 0857-26-7589

関連サイト
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名称 しっかり守る農林基盤交付金  

施策対象 市町村、農業者等

施策主体 鳥取県

対象者 市町村

施策概要
小規模な農林業生産基盤の整備及び補修並びに防災措置に要する経費を市町村に助成し、

優良農林地の維持・保全を支援する

〇支援内容

主な要件

対象事業は、次に掲げる事業を除いた事業。
①当該事業にその市町村の一般財源が一切充当されない事業
②当該事業に本交付金以外の補助金、交付金、地方債その他の使途が特定された財源が充

当される事業
③受益者の数が１以下である事業（知事が別に定める場合を除く）
※知事が別に定める場合の「意欲的な農林業者」には災害復旧を行い営農を続ける者を含め

ても良い。
④国の補助を受けて行う事業に係る採択基準を満たしている事業

１　市町村事業費の1/2以内
（市町村事業費＝全体事業費―受益者負担事業費）

以下のいずれかの場合
・市町村負担率が、市町村交付金で農林基盤の整備に適用した負担率未満の場合
・市町村交付金で実績がない事業で、受益者負担率が2割を超える場合
・災害復旧交付額による災害復旧の場合

２　市町村交付金時の市町村負担率＋受益者負担軽減率
・市町村負担率が、市町村交付金で農林基盤の整備に適用した負担率以上の場合　※上限
1/2

補助率

３　全体事業費の1/2
・市町村交付金で実績がない事業で、農家負担率が2割以下の場合

問合せ先

担当部署 電話番号
農林水産部農業振興局農地・水保全課   0857-26-7326
農林水産部東部農林事務所地域整備課 　0857-20-3570
中部総合事務所農林局地域整備課 　0858-23-3170
西部総合事務所農林局地域整備課 　0859-31-9673

関連サイト
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名称 農業基盤整備資金・担い手育成農地集積資金  

施策対象 農業者等

施策主体 日本政策金融公庫（農林水産事業）

対象者
①土地改良区、土地改良区連合、農業協同組合、農業協同組合連合会、農業を営む者
②５割法人・団体（構成員又は資本金等の過半を農業者が占めている法人・団体）

③農業振興法人

施策概要

〇支援内容

・農業基盤整備資金
　農地・牧野の新設、改良、造成及び復旧にかかる事業に対し、低金利での資金貸付を行う。

・担い手育成農地集積資金
　農用地集積を条件とする経営体育成促進事業等に対し、無利子での資金貸付を行う。当該

資金は単独ではなく農業基盤整備資金との組み合わせによって融資を受ける。

問合せ先
担当部署 電話番号

日本政策金融公庫　
鳥取支店　農林水産事業

0857-20-2151

関連サイト http://www.maff.go.jp/j/nousin/kikaku/kiban_shikin/
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名称 土地改良施設維持管理適正化事業 

施策対象 土地改良区、土地改良区連合、市町村、その他団体

施策主体 鳥取県

対象者 鳥取県土地改良事業団体連合会

施策概要
　団体営規模以上の事業により造成された施設（ダム、頭首工、揚排水機、樋門、水門、ため
池、水路、畑かん施設）の機能保持と耐用年数を確保するため、土地改良区等による施設整備

補修のための資金を造成し、定期的な整備補修を実施する。

○支援の内容

　主な要件
・管理指導事業又は機能保全計画において必要と認められた整備補修
・団体営規模以上の事業により造成された施設
・１地区あたりの年事業費が200万円以上

　補助率
・国費：3/10
・県費：3/10、
・事業主体4/10（うち、3/10は5年間で積立、1/10は事業実施年度に拠出）

　対象工事の例

・機能低下防止、機能回復のため、5年に1回程度の頻度で行う必要のある整備補修
・災害防止その他保安上又は設備の性能の向上等により、管理の効率化と労力節減を図る
ために必要とされる施設本体の付帯設備の改善等

・管理の効率化と労力節減を図るために必要となる施設の一部更新

○事業の流れ

問合せ先

担当部署 電話番号

農林水産部農業振興局農地・水保全課 0857-26-7326

農林水産部東部農林事務所地域整備課 0857-20-3570

中部総合事務所農林局地域整備課 0858-23-3170

西部総合事務所農林局地域整備課 0859-31-9673

関連サイト
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名称 多面的機能支払交付金事業 

施策対象 農業者等

施策主体 鳥取県、市町村

対象者
多様な主体が参画し、市町村と協定を締結した活動組織等。ただし、農地維持支払において農

業者のみの組織でも取組可能。

施策概要
地域住民が将来の農地や水路などを保全するための保全管理構想を策定することを前提に、

地域全体で行う農地や農業用水等の地域資源の保全・向上活動を支援する。

○支援の内容

支援内容

農地・農業用水等の保全向上活動や農業用水路等の長寿命化のための補修・更新の取組みに必
要な経費を支援する。

　①農地維持支払を交付するのに要する経費             

　②資源向上支払（共同活動）を交付するのに要する経費

　③資源向上支払（長寿命化）を交付するのに要する経費

補助率
補助上限

 <１０ａ当たり交付単価（円）>

①農地維持支払…基本交付単価 ： 水田3,000円／10a、畑2,000円／10a　  

②資源向上支払（共同活動）…基本交付単価 ： 水田2,400円／10a、畑1,440円／10a　

②に加えて
  ・多面的機能の増進を図る活動の取組数を新たに１つ以上増加させる場合、田400円/10a,畑
240円/10a加算
  ・上記に加え構成員のうち非農業者等が占める割合が４割以上かつ実践活動に構成員の８割以
上が毎年度参加する場合、田400円/10a,畑240円/10a加算（継続地区のみ）
  ・水田の雨水貯留機能強化（田んぼダム）の推進について、資源向上支払（共同活動)の交付を
受ける田面積の１/２以上で取組む場合、田400円/10a
※農地・水保全管理支払の取組を含め５年間以上実施した地区は、基本交付単価に0.75を乗じた
額になります。

③資源向上支払（長寿命化）…基本交付単価 ： 水田4,400円／10a、畑2,000円／10a　
  ・補助率 ： 国 1/2   県 1/4   市町村 1/4

主な要件

①農地維持支払【農業者のみ、又は農業者以外の地域住民を含む組織】
  ・畦畔の草刈り、水路の泥上げ等の地域資源の基礎的保全活動
  ・今後の地域の農業のあり方を検討した地域資源保全管理構想の作成

②資源向上支払（共同活動）【農業者以外の地域住民を含む組織】
  ・水路や農道等の軽微な補修、植栽等による農村環境保全活動

③資源向上支払（長寿命化）【農業者のみ、又は農業者以外の地域住民を含む組織】
  ・水路や農道、ため池等の地域資源の長寿命化のための活動 

問合せ先

担当部署 電話番号
 農林水産部農業振興局農地・水保全課 0857-26-7334
 農林水産部東部農林事務所地域整備課 0857-20-3570
 中部総合事務所農林局地域整備課 0858-23-3172
 西部総合事務所農林局地域整備課 0859-31-9665

関連サイト
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名称 ため池防災減災対策推進事業  

施策対象 市町、集落、土地改良区、事業申請人

施策主体 鳥取県

対象者 市町、集落、土地改良区、事業申請人

施策概要
農村地域防災力向上を図るため、ため池ハザードマップ作成、ため池の廃止や浚渫等の保全

対策、工事負担金軽減などハード・ソフト両面から、ため池防災・減災対策を総合的に実施。

＜事業の概要＞
（１）調査推進事業

区分 事業内容 事業主体 補助
ため池ハザード
マップ作成

ため池が決壊した場合の浸水被害想定図を基に、関係住民によるワーク
ショップを実施し、初動体制や避難ルートの検討等を行う場合に経費支援 市町 ①国庫

ため池防災・減
災システム整備

ため池による災害防止や減災の観点から、監視体制の強化や防災活動を
支援するための簡易な機器の設置に対し支援

①国庫
②単県

ため池防災訓
練支援

ため池ハザードマップに基づいた防災訓練等の実施に要する経費を支援

市町
集落

土地改良区 ①国庫

（２）保全対策事業
区分 事業内容 事業主体 補助

旧農業用ため池
廃止

不要なため池のうち、決壊した場合に人家・人命等に影響があるものを対
象に、貯水機能を廃止する。

①国庫
②単県

ため池付帯施設
整備

ため池の管理上支障となる付帯施設の軽微な補修、改良を行う。 ②単県

ため池浚渫 日本型直接支払等による維持管理体制の強化を前提に、堆積土の除去
を行う。

市町
集落

土地改良区
②単県

（３）ため池整備推進交付金
区分 事業内容 事業主体

ため池整備推進
交付金

農家1戸当たりの工事負担金が10万円を超える場合に、10万円を超える部分に
対し、漸増方式で助成する。平成27～令和6年度までの採択地区に限る。

事業申請人

①国庫補助：定額補助(10/10)
②単県補助：市町村事業費の1/2以内（市町村事業費＝全体事業費―受益者負担事業費）

＜主な要件＞
事業実施期間は平成27～令和6年度まで。調査推進事業、保全対策事業は国庫補助事業の活用を優先。

問合せ先

担当部署 電話番号
農林水産部 農業振興局農地・水保全課   0857-26-7323
農林水産部 東部農林事務所 地域整備課 　0857-20-3573
中部総合事務所 農林局 地域整備課 　0858-23-3170
西部総合事務所 農林局 地域整備課 　0859-31-9665

関連サイト
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名称 ため池監視システム導入推進事業 

施策対象 市町、土地改良区、農業者等

施策主体 鳥取県

対象者 市町

施策概要
防災重点農業用ため池における異常気象時等の遠隔監視による安全確保及び避難体制強化

を図るため、ＩＣＴを活用した監視装置導入を推進し、決壊等による犠牲者ゼロを目指す。

＜事業内容＞

ア　ため池監視装置設置

事業主体：県

【令和４～６年度】

事業量：６０箇所

○防災重点農業用ため池を対象に、監視カメラ・水位計等の監視装置を

設置する。　（装置導入の加速化及び導入後の防災連携構築を図るため、

令和４年度から６年度まで、県による集中的設置に取り組む。県で設置し

た施設は市町へ譲与。）

○画像やデータ情報をため池管理者のみならず、下流住民や行政の防災

担当部局等で共有することにより、異常気象時の避難開始判断の充実や

管理者による現地確認作業回避を図る。

　→　鳥取県ＨＰ（とりネット）から閲覧可能

イ　監視装置使用に係る通信料

等への支援

事業主体：市町村

補助率：市町村負担の１／２（上

限３０千円／１箇所）

　監視装置使用に係る通信料、システム利用料、メンテナンス費用等のラ

ンニングコストについて、支援を行う。

【要件】

　１．防災重点農業用ため池に係るものであること。

　２．該当ため池に係るハザードマップが作成されていること、又は、作成さ

れる見込みがあること。

　３．画像、水位データ等の情報が誰でも閲覧できるものであること。

問合せ先

担当部署 電話番号
農林水産部 農業振興局農地・水保全課   0857-26-7323
農林水産部 東部農林事務所 地域整備課 　0857-20-3570
中部総合事務所 農林局 地域整備課 　0858-23-3170
西部総合事務所 農林局 地域整備課 　0859-31-9665

関連サイト
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名称 鳥取県鳥獣被害防止総合対策交付金（国庫事業）  

施策対象
野生鳥獣による被害の深刻化・広域化に対応し、地域ぐるみの被害防止活動や侵入防止柵等

の整備等の鳥獣被害防止対策を総合的に支援する。

施策主体 県、市町村

対象者
市町村、農林業関係団体（農協、農業共済、森林組合、漁業協同組合）、狩猟者団体等関係機

関、集落の代表者等で構成される協議会およびその構成員

施策概要

○推進事業（ソフト）
　発信器を活用した生息調査、捕獲機材の導入、放任果樹の除去、緩衝帯の整備、捕獲に関
する専門家の育成支援等
〇整備事業（ハード）

  侵入防止柵の整備、捕獲鳥獣の処理加工施設・焼却施設の整備等

〇支援内容
区　　分 事業内容 事業実施主体 補　　助　　率

整備事業
（ハード）

・侵入防止柵等の被害防止施
設
・捕獲鳥獣の処理加工施設（解
体処理施設・焼却施設）
・捕獲技術高度化施設（射撃
場）

地域協議会（市
町村、農林漁業
団体、猟友会等
で構成）又は市
町村

1/2又は定額
６法指定地域は55/100以内
※侵入防止柵の設置を自力で行う場合は資
材費相当分を定額補助

推進事業
（ソフト）

・捕獲機材の導入
・緩衝帯の設置
・講習会・調査、捕獲に関する
専門家の育成支援等

地域協議会 1/2又は定額
※但し、1/2補助の適用で緩衝帯整備等を行
う場合は、県・市町村が嵩上げ（各1/4負担）を
行うため地元負担はなし

緊急捕獲事業
（ソフト）

・イノシシ、ニホンジカに係る捕
獲活動経費等

地域協議会又は
市町村

定額

問合せ先

担当部署 電話番号
農林水産部鳥獣対策センター 　0858-72-3821
農林水産部東部農林事務所農業振興課 　0857-20-3580
農林水産部東部農林事務所八頭事務所農林業振興課農業振興室 　0858-72-3821

（鳥獣対策センター）
中部総合事務所農林局農業振興課 　0858-23-3162
西部総合事務所農林局農林業振興課 　0859-31-9652
日野振興センター日野振興局農林業振興課農業振興室 　0859-72-2004

関連サイト
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名称 鳥取県鳥獣被害総合対策事業費補助金 

施策対象
野生鳥獣による農林水産物等への被害を減少させるため、鳥獣被害に強い集落づくりの推進、

侵入防止柵の設置や有害鳥獣捕獲等を支援する。

施策主体 県、市町村

対象者
集落等、市町村、農協等（農業協同組合、森林組合、2戸以上の農業者等で組織する任意の組

織、認定農業者等）、市町村や農協及び猟友会等で組織する地域協議会

施策概要

○侵入を防ぐ対策：侵入防止柵等の設置、追い払い用具の導入
○個体数を減らす対策：有害鳥獣捕獲に係る活動費、捕獲従事者育成に係る経費、捕獲奨励
金

○周辺環境を改善する対策：鳥獣被害防止総合対策交付金を活用して行う緩衝帯等の設置

〇支援内容
区　　分 事業内容 事業実施主体 補助率

侵入を防ぐ対策 侵入防止柵等の設置、追い払い用具の導入等
有害鳥獣捕獲に係る活動費、捕獲従事者育成に係る経
費

市町村
協議会
農協等

事業費の2/3を補助
（県1/3、市町村1/3）

個体数を減らす
対策

捕獲奨励金
（県補助上限単価）
シカ（猟期外）・アライグマ：5千円、シカ（猟期）：2.5千円、
イノシシ（猟期外）成獣：2.5千円・幼獣：3.5千円、ヌートリ
ア：1.5千円

市町村 県1/2、市町村1/2

周辺環境を改善
する対策

鳥獣被害防止総合対策交付金を活用して行う緩衝帯等
の設置

協議会 事業費の1/2を補助
（県1/4、市町村1/4） 

問合せ先

担当部署 電話番号
農林水産部鳥獣対策センター 　0858-72-3821
農林水産部東部農林事務所農業振興課 　0857-20-3552
農林水産部東部農林事務所八頭事務所農林業振興課農業振興室 　0858-72-3821

（鳥獣対策センター）
中部総合事務所農林局農業振興課 　0858-23-3162
西部総合事務所農林局農林業振興課 　0859-31-9652
日野振興センター日野振興局農林業振興課農業振興室 　0859-72-2004

関連サイト
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名称 農山漁村滞在促進事業（観光客の心に響く滞在型地域創造事業） 

施策対象 農業者等

施策主体 鳥取県、市町村

対象者

宿泊事業者（＊1）、民泊推進協議会（＊2）、市町村、個人、団体
＊1：農家の自宅等を活用して家主居住型で農山漁村等地域における自然・伝統等の観光素
材と組み合わせた体験を提供する宿泊施設を開業する者または既に開業している者
＊2：鳥取県内の周辺地域で教育旅行等の民泊受入れに取り組む2者以上（個人含む）で構成

される連携事業者

施策概要
特色ある宿泊体験を中心に農山漁村における地域資源を活用したコンテンツ（観光素材）づくり

や、これらを結びつけた魅力ある滞在エリアの創造を支援します。

●支援の内容

内容 補助対象経費 補助率等 審査会による
計画承認

①魅力ある宿泊体験メニュー
創造事業

宿泊施設を開業する際の許認
可申請等に要する経費、提供
する特色ある商品の開発に要
する経費、
開業及び利用客拡大に伴う宣
伝費　等

【事業実施主体】宿泊事業者
【補助率】2/3（県費のみ）
【補助上限額】500千円 必要

②魅力ある滞在エリア創造支
援事業

民泊受入家庭確保のための掘
り起こし活動、滞在エリアの品
質評価のために必要な経費　
等

【事業実施主体】民泊推進協議会
【補助率】2/3（県費のみ）
【補助上限額】
　構成6者以下600千円
　構成7者以上1,000千円

必要

③伝統的な農山漁村生活体
験等を提供するための宿泊
施設等（古民家等）の整備

※市町村を通じた間接補助

施設の内装や外装の改修、宿
泊者が利用する風呂、トイレ等
の改修等に係る経費等（宿泊
者専用の設備・器具に限る）

【事業実施主体】
市町村、宿泊事業者、民泊推進協
議会
【補助率】1/2
 　（県費1/3、市町村1/6以上）
【補助上限額】県2,000千円

必要

④農山漁村における体験メ
ニューを提供（教育旅行等）
する宿泊施設等の整備

※市町村を通じた間接補助

宿泊者が利用する浴室、台
所、トイレ等の改修及び施設の
バリアフリー化に要する経費　
等

【事業実施主体】
市町村、宿泊事業者、民泊推進協
議会
【補助率】1/2
　 （県費1/3、市町村1/6以上）
【補助上限額】県200千円

不要

⑤お試し体験受入 試行的に行う場合に必要なレ
ンタル備品や消耗品等の購
入、視察・研修、外国人観光客
を試行的に受け入れる場合に
必要な経費（通訳料、翻訳料、
パンフレット等外国語案内ツー
ル作成に係る経費等）　等

【事業実施主体】
個人、団体、宿泊事業者、民泊推進
協議会
【補助率】1/2
【補助上限額】県150千円

　　　不要

●募集期間等
【①～③】 別途通知する期間
【④⑤】　  随時受付

問合せ先

担当部署 電話番号
輝く鳥取創造本部中山間・地域振興局中山間・地域振興課 0857-26-7129
輝く鳥取創造本部観光交流局観光戦略課 0857-26-7273
地域社会振興部東部地域振興事務所地域振興担当 0857-20-3663
地域社会振興部東部地域振興事務所八頭振興課地域振興担当
中部総合事務所県民福祉局地域振興担当 0858-23-3298
西部総合事務所県民福祉局西部振興課地域振興担当 0859-31-9606
西部総合事務所日野振興センター日野振興局日野振興課 0859-72-2080

関連サイト
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名称 安心して住み続けられるふるさとづくり応援補助金 

施策対象 集落等

施策主体 市町村

対象者
市町村への間接補助（市町、市町が認める広域的運営組織、集落(自治会)、住民団体、NPO、

個人事業主、企業等）

施策概要
地域・集落の「生活機能の維持・確保」、「地域・集落基盤（拠点）の創設・強化」に資する新たな

取組に対して市町村を介して支援する。

事業内容 負担割合、県上限額等
①生活機能の維持・確保
（ソフト）

市町村が安心して住み続けられるふるさとづく
りに向けて新たに行う生活機能の維持・確
保の取組や地域・集落基盤（拠点）の創設･
強化の取組等

補助率：１／２
上限額：500万円／拠点

②地域・集落基盤（拠点）
の創設・強化（ハード・
加算）

○①に関連する拠点（施設）の改修等 補助率：１／２
上限額：1,000万円／拠点

問合せ先

担当部署 電  話
輝く鳥取創造本部中山間・地域振興局中山間・地域振興課 　0857-26-7961
地域社会振興部東部地域振興事務所地域振興担当 　0857-20-3663
地域社会振興部東部地域振興事務所八頭振興課地域振興担当
中部総合事務所県民福祉局地域振興担当 　0858-23-3298
西部総合事務所県民福祉局西部振興課地域振興担当 　0859-31-9606
西部総合事務所日野振興センター日野振興局地域振興課 　0859-72-2080

関連サイト
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名称
とっとり共生の里保全活動推進事業(とっとり共生の里、むら・まち支
え合い共生の里)　 

施策対象 農業者等

施策主体 鳥取県

対象者 市町村（間接補助事業者：農山村集落・地域）

施策概要
農山村集落等が企業・団体及び市街地住民組織と協働で行う農地や農業用水路、ため池、農
道の保全活動や、農作物の生産、農産加工品の製造・販売を通じた６次産業化の取組みなど

を通じて、持続可能な農業の振興と農山村の活性化を図る。

○支援の内容
　農山村集落等と企業・団体及び市街地住民組織が協働で行う地域資源保全活動や、農作物の生産、農産加工
品の製造・販売などの取組みに必要な経費を支援する。

共生の里推進加速化事業　
事業内容  共生の里の活動に要する経費を補助する

補助率、補助上限
 10/10（県2/3 、市町村1/3）
 協定締結に向けた単年活動：上限 210千円/年・地区
 3年目まで：上限 600千円／年・地区、4年目以降：上限300千円／年・地区

むら・まち支え合い共生促進事業
事業内容  むら・まち支え合いの活動に要する経費を補助する。

補助率、補助上限
 10/10（県2/3 、市町村1/3）
 協定締結に向けた単年活動：上限 210千円/年・地区
 2年目まで：上限 390千円／年・地区、 3年目：上限195千円／年・地区

○主な要件
活動対象の地域は、過疎地域、振興山村及び特定農山村地域のいずれかの地域が位置する市町村とする。
〔活動期間〕　共生の里：5年間、むら・まち支え合い共生の里：3年間

※両事業とも協定締結に向けた単年度活動への補助あり

○事業の流れ
＜単年の場合＞
①農村集落、企業・団体及び市街地住民組織、市町村、県の4者で打合せ
②実施希望年度に事業計画書等の作成及び補助金申請
＜長期の場合＞
①農山村集落、企業・団体及び市街地住民組織、市町村、県の4者で協定締結
②協定期間中の事業計画概要書作成
③毎年度、事業計画作成及び補助金申請

問合せ先

担当部署 電話番号

農林水産部農業振興局農地・水保全課 0857-26-7334

農林水産部東部農林事務所地域整備課 0857-20-3570

中部総合事務所農林局地域整備課 0858-23-3172

西部総合事務所農林局地域整備課 0859-31-9665

関連サイト http://www.pref.tottori.lg.jp/247895.htm
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編集：鳥取県農林水産部農林水産政策課


